
                        工事成績評定要領の改正内容 
 
１ 次のとおり、工事成績評定の様式一覧表（一般土木工事関係）に定める様式を改める。 
  改正前の 
   様式土３−１①③、様式土３−２②③、様式土３−３、様式土３−４、 
   様式土３−５(5)(8)(11)(12)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)、 

様式土３−７②、様式土３−９を 
  改正後の 
   様式土３−１①③、様式土３−２②③、様式土３−３、様式土３−４、 
   様式土３−５(5)(8)(11)(12)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)、 

様式土３−７②、様式土３−９に 
  改める。 
 
２ 附則（令和３年１２月１４日第２０２１００２１７６４１号） 
  この改正は、令和３年１２月１４日から施行し、令和４年１月１日以降に行う工事検査 
  から適用する。 
   


